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村
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出
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に
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、
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紙
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送
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す
る
。



衆
議
院
議
員
河
村
た
か
し
君
提
出
道
路
交
通
法
の
執
行
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

警
察
庁
に
お
い
て
は
、
お
尋
ね
の
よ
う
な
判
断
基
準
を
定
め
て
い
な
い
。

な
お
、
ど
の
よ
う
な
事
案
が
御
指
摘
の
「
不
起
訴
が
見
込
ま
れ
る
事
案
」
に
該
当
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
各
都
道
府
県
警
察

に
お
い
て
、
個
別
具
体
の
事
案
の
内
容
、
立
証
状
況
等
に
照
ら
し
て
、
適
切
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。


